
 

一 

 

○ 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 八 十 七 号 ） 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 後 改 正 前 

第 一 条 ～ 第 二 十 二 条 （ 略 ） （ 同 上 ） 

（ 映 像 信 号 等 ） （ 映 像 信 号 等 ） 

第 二 十 三 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝 度 信

号 及 び 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 別 表 第 十 九 号 に 掲 げ る 方 程

式 に よ る も の と す る 。 

第 二 十 三 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝 度 信

号 並 び に 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 別 表 第 十 九 号 に 掲 げ る 方

程 式 に よ る も の と す る 。 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ） 

  

第 二 十 四 条 ～ 第 六 十 二 条 （ 略 ） （ 同 上 ） 

（ 映 像 信 号 等 ） （ 映 像 信 号 等 ） 

第 六 十 三 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト 及 び Ｍ Ｍ Ｔ Ｐ パ ケ ッ

ト に よ る も の は 、 輝 度 信 号 及 び 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 高

精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ っ て は 別 表 第 十 九 号 、 別 表 第 六 十 九

号 又 は 別 表 第 六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る 方 程 式 、 超 高 精 細 度 テ レ ビ

ジ ョ ン 放 送 に あ っ て は 別 表 第 六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る 方 程 式 に よ

る も の と す る 。 

第 六 十 三 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト 及 び Ｍ Ｍ Ｔ Ｐ パ ケ ッ

ト に よ る も の は 、 輝 度 信 号 並 び に 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、

高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ っ て は 別 表 第 十 九 号 又 は 別 表 第

六 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 、 超 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ っ て

は 別 表 第 六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る 方 程 式 に よ る も の と す る 。 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ） 

  

第 六 十 四 条 ～ 第 八 十 一 条 （ 略 ） （ 同 上 ） 

（ 映 像 信 号 等 ） （ 映 像 信 号 等 ） 

第 八 十 一 条 の 二 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝

度 信 号 及 び 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及

び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 有 効 走 査 線 数 が 一 、 〇 八 〇 本 未 満

の も の に 限 る 。) に あ っ て は 別 表 第 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 、 高 精

細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 有 効 走 査 線 数 が 一 、 〇 八 〇 本 以 上 の も の
第 八 十 一 条 の 二 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝

度 信 号 及 び 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及

び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 有 効 走 査 線 数 が 一 、 〇 八 〇 本 未 満

に 限 る 。 ） に あ っ て は 別 表 第 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 、 高 精 細 度 テ

レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 有 効 走 査 線 数 が 一 、 〇 八 〇 本 以 上 に 限 る 。 ） に



 

 二 
 

で あ っ て 、 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 （ 前 条 第 一 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 が 適 用 さ れ る も の に 限 る 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 」 と い う 。 ）

に あ っ て は 別 表 第 十 九 号 又 は 別 表 第 六 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 、 高

精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 有 効 走 査 線 数 が 一 、 〇 八 〇 本 以 上 の も

の で あ っ て 、 特 定 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 除 く 。 ） に あ っ て

は 別 表 第 十 九 号 、 別 表 第 六 十 九 号 又 は 別 表 第 六 十 九 号 の 二 に 掲 げ

る 方 程 式 、 超 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ っ て は 別 表 第 六 十 九

号 の 二 に 掲 げ る 方 程 式 に よ る も の と す る 。 

あ っ て は 別 表 第 十 九 号 又 は 別 表 第 六 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 、 超 高

精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に あ っ て は 別 表 六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る

方 程 式 に よ る も の と す る 。 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ） 

  

第 八 十 一 条 の 三 ～ 第 八 十 五 条 （ 略 ） （ 同 上 ） 

  

別表第一号～別表第六十九号 （略） 別表第一号～別表第六十九号 （略） 

  

別表第六十九号の二 輝度信号及び色差信号の方程式（第 63 条第

１項及び第 81条の２第１項関係） 

別表第六十九号の二 輝度信号及び色差信号の方程式（第 63 条第

１項及び第 81条の２第１項関係） 

Ｄ’Ｙ＝ＩＮＴ［876Ｅ’Ｙ＋64］ Ｄ’Ｙ＝ＩＮＴ［876Ｅ’Ｙ＋64］ 

Ｄ’ＣＢ＝ＩＮＴ［896Ｅ’ＣＢ＋512］ Ｄ’ＣＢ＝ＩＮＴ［896Ｅ’ＣＢ＋512］ 

Ｄ’ＣＲ＝ＩＮＴ［896Ｅ’ＣＲ＋512］（標記は十進数） Ｄ’ＣＲ＝ＩＮＴ［896Ｅ’ＣＲ＋512］（標記は十進数） 

注１ Ｄ’Ｙは輝度信号、Ｄ’ＣＢ及びＤ’ＣＲは色差信号とする。 注１ Ｄ’Ｙは輝度信号、Ｄ’ＣＢ及びＤ’ＣＲは色差信号とする。 

 ２ 演算子ＩＮＴ［Ａ］は実数Ａの小数点以下第一位の四捨五入

により与えられる整数を表す。 

 ２ 演算子ＩＮＴ［Ａ］は実数Ａの小数点以下第一位の四捨五入

により与えられる整数を表す。 

３ Ｅ’Ｙ、Ｅ’ＣＢ及びＥ’ＣＲは、次のとおりとする。 ３ Ｅ’Ｙ、Ｅ’ＣＢ及びＥ’ＣＲは、次のとおりとする。 

Ｅ’Ｙ＝0.2627Ｅ’Ｒ＋0.6780Ｅ’Ｇ＋0.0593Ｅ’Ｂ Ｅ’Ｙ＝0.2627Ｅ’Ｒ＋0.6780Ｅ’Ｇ＋0.0593Ｅ’Ｂ 

Ｅ’ＣＢ＝（Ｅ’Ｂ－Ｅ’Ｙ）／1.8814 Ｅ’ＣＢ＝（Ｅ’Ｂ－Ｅ’Ｙ）／1.8814 

Ｅ’ＣＲ＝（Ｅ’Ｒ－Ｅ’Ｙ）／1.4746 Ｅ’ＣＲ＝（Ｅ’Ｒ－Ｅ’Ｙ）／1.4746 



 

 三 
 

  ただし、Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ及びＥ’Ｂはそれぞれ画素数を走査した

ときに生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正（受像管の

赤、緑及び青に対する輝度が正しく再現されるよう送信側におい

てそれぞれの信号電圧Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ及びＥ’Ｂを受像管の特性の

逆特性を持つように補正することをいう。）した電圧（基準白色レ

ベルで正規化された電圧）であって、ＣＩＥ表示系（国際照明委

員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示系をい

う。）において次の表に掲げるｘ及びｙの値を有する赤、緑及び青

を三原色とする受像管に適合するものとする。 

  ただし、Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ及びＥ’Ｂはそれぞれ画素数を走査した

ときに生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正（受像管の

赤、緑及び青に対する輝度が正しく再現されるよう送信側におい

てそれぞれの信号電圧Ｅ’Ｒ、Ｅ’Ｇ及びＥ’Ｂを受像管の特性の

逆特性を持つように補正することをいう。）した電圧（基準白色レ

ベルで正規化された電圧）であって、ＣＩＥ表示系（国際照明委

員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示系をい

う。）において次の表に掲げるｘ及びｙの値を有する赤、緑及び青

を三原色とする受像管に適合するものとする。 

  ｘ ｙ    ｘ ｙ  

 赤 0.708 0.292   赤 0.708 0.292  

 緑 0.170 0.797   緑 0.170 0.797  

 青 0.131 0.046   青 0.131 0.046  

  

４ ガンマ補正は、次のいずれかの特性によるものとする。 ガンマ補正は、以下の特性によるものとする。 

(1) 標準ダイナミックレンジの場合  

)1(' 45.0 −−= ααLE      ( )1≤≤ Lβ  )1(' 45.0 −−= ααLE      ( )1≤≤ Lβ  

LE 50.4'=          ( )β<≤ L0  LE 50.4'=          ( )β<≤ L0  

   ただし、 'E は映像信号のカメラ出力に、Lはカメラの入力光

に比例した電圧とし、いずれも注５に示す基準白色により正規

化した値とする。α及びβは、次の連立方程式の解とし、計算

に当たっては小数点以下第三位未満の端数は四捨五入した値

を用いてもよい。 

  ただし、 'E は映像信号のカメラ出力に、Ｌはカメラの入力光に

比例した電圧とし、いずれも注４に示す基準白色により正規化し

た値とする。α及びβは、次の連立方程式の解とし、計算に当たっ

ては小数点以下第三位未満の端数は四捨五入した値を用いてもよ

い。 
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(2) 高ダイナミックレンジの場合（輝度信号及び色差信号の標本  



 

 四 
 

値について、十桁の二進数字によって量子化を行うものに限

る。） 

以下のいずれかの特性によるものとする。  

ア LE 3'=         





 ≤≤

12
10 L  

 

cbLaE +−⋅= )12ln('   





 ≤< 1
12
1 L

 

 

ただし、 'E は映像信号のカメラ出力に、 L はカメラの入力

光に比例した電圧とし、いずれも 0 から 1 の範囲で正規化し

た値とする。a、b及び cは定数であり、以下のとおりとする。 

 

  

  

  

イ 
   

)10( ≤≤ L  
 

ただし、 'E は映像信号のカメラ出力に比例した電圧とする。

L はカメラの入力光に比例した電圧とし、 L =1 が表示輝度

10,000 cd/m2に対応するものとする。m1、m2、c1、c2及び c3

は定数であり、以下のとおりとする。 

 

    

 

   



 

 五 
 

      

      

      

５ 基準白色は、次のとおりとする。 ４ 基準白色は、次のとおりとする。 

色差信号は白色の被写体に対して零になるものとする。 色差信号は白色の被写体に対して零になるものとする。 

  ｘ ｙ    ｘ ｙ  

 白 0.3127 0.3290   白 0.3127 0.3290  

 

別表第七十号・別表第七十一号 （略） 

 

別表第七十号・別表第七十一号 （略） 

  

 


